
旅
館
業
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
八
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
条
例
第
五
号

旅
館
業
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

旅
館
業
法
施
行
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
一
月
奈
良
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

一
条
第
三
項
第
一
号
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
宿
泊
者
の
数
を
十
人
未
満
と
し
て
旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
が
な
さ
れ
た
施
設
に
あ
つ
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

第
一
条
第
三
項
第
三
号
中
「
施
設
が
」
を
「
設
備
（
ア
に
お
い
て
「
玄
関
帳
場
等
」
と
い
う
。
）
が

」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
宿
泊
者
の
数
を
十
人
未
満
と
し
て
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
が
な
さ
れ
た
施

設
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ア

玄
関
帳
場
等
に
代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
設
備
を
設
け
る
こ
と
そ
の
他
善
良
の
風
俗
の
保
持

を
図
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

イ

事
故
が
発
生
し
た
と
き
そ
の
他
の
緊
急
時
に
お
け
る
迅
速
な
対
応
の
た
め
の
体
制
が
整
備
さ

れ
て
い
る
こ
と
。

第
二
条
第
一
項
中
「
旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

」
を
「
法
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
六
号
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

簡
易
宿
所
営
業
の
客
室

宿
泊
者
の
数
を
十
人
未
満
と
し
て
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
が
な
さ
れ
た
施
設
に

(1)
あ
つ
て
は
、
床
面
積
三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
一
人

宿
泊
者
の
数
を
十
人
以
上
と
し
て
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
が
な
さ
れ
た
施
設
に

(2)
あ
つ
て
は
、
床
面
積
二
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
一
人
。
た
だ
し
、
階
層
式
寝
台
を
設
け

る
場
合
は
、
床
面
積
三
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
二
人
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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